
議案第３号 

 

東広島市立学校職員服務規程の一部改正について 

 

東広島市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令を定めることについて、次の

とおり提案する。 

 

令和６年２月２２日提出 

 

                   東広島市教育委員会 

教育長  市  場  一  也    

 

１ 提案理由 

  職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（平成７年広島県人事委員会規則第１

号）等の一部改正に伴い、県費負担教職員の介護支援部分休暇の承認に係る所要

の規定の整備を行うため、この議案を提出するものである。 

 

２ 改正案 

  別紙のとおり 

 

３ 施行期日 

公表の日 

 

４ 根拠法令 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

第１５条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に

属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 
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東広島市教育委員会訓令第 号 

 

 東広島市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

  令和６年 月 日 

 

東広島市教育委員会          

                   教育長  市  場  一  也    

 

   東広島市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

 

東広島市立学校職員服務規程（昭和４９年東広島市教育委員会訓令第２号）の一

部を次のように改正する。 

第６条の見出し中「介護時間」の右に「、介護支援部分休暇」を加え、同条第１

０項を同条第１１項とし、同条第９項中「別記様式第７号の３」を「別記様式第７

号の４」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項の次に次の１項を加える。 

９ 前２項の規定は、条例第１４条の３に規定する介護支援部分休暇の承認の請求

について準用する。この場合において、第７項中「１週間前」とあるのは「１月

前」と、前項中「別記様式第７号の２」とあるのは「別記様式第７号の３」とす

る。 

別記様式第７号の３を別記様式第７号の４とし、別記様式第７号の２の次に次の

１様式を加える。 
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別記様式第７号の３（第６条関係） 

（表面） 

休 暇 簿 

（介護支援部分休暇用） 

校 長 教 頭  事務長 
事 務 

担当者 

出勤簿 

整理印 

取 得 

      

請求の 

期間等 

期      間 月日数 職   名 氏      名 

自    年  月  日 
至    年  月  日 

月 日   ㊞ 

要介護

者に関

する事

項 

氏 名  

要介護者の状態及

び具体的な介護の

内容 

 
続 柄  

同・別居 □同居  □別居 

介護が必要となった時期 

     年   月   日 

勤 務 

形 態 

減 じ る 時 間 

 □ ５日において１日につき３時間 50分（週 19時間 10分減） 

 □ ５日において１日につき２時間 50分（週 14時間 10分減） 

 □ ２日において１日につき７時間 45分（週 15時間 30分減） 

 □ ２日において１日につき７時間 45分及び 

   １日において１日につき３時間 50分（週 19時間 20分減） 

勤務を減じる

日及び時間帯 

月（  ：  ～  ：  ） （  ：  ～  ：  ） 

火（  ：  ～  ：  ） （  ：  ～  ：  ） 

水（  ：  ～  ：  ） （  ：  ～  ：  ） 

木（  ：  ～  ：  ） （  ：  ～  ：  ） 

金（  ：  ～  ：  ） （  ：  ～  ：  ） 

 

校 長 教 頭  事務長 
事 務 

担当者 

出勤簿 

整理印 

承 認 取 消 

      

取消の 

期間等 

年  月  日 月日数 職 名 氏 名 

自    年  月  日 
至    年  月  日 

月 日   ㊞ 

事由 

 
 

 

備考 診断書その他介護支援部分休暇を必要とする事由を確認することができる証明 

書類を添付すること。 
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（裏面） 

 

（一日単位の取消欄） 

月 日 休暇の承認を取り消された時間 
請求者 

㊞ 

所属長 

㊞ 
事         由 

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 

 
  

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
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   附 則 

この訓令は、令和６年  月  日から施行する。 
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東広島市立学校職員服務規程（昭和４９年教育委員会訓令第２号）新旧対照表 

新 旧 

（年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、介護支援部分休暇及び子育て

支援部分休暇） 

（年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間                  及び子育て

支援部分休暇） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 前２項の規定は、条例第１４条の３に規定する介護支援部分休暇の承認の請求

について準用する。この場合において、第７項中「１週間前」とあるのは「１月

前」と、前項中「別記様式第７号の２」とあるのは「別記様式第７号の３」とす

る。 

 

１０ 職員は、条例第１５条に規定する子育て支援部分休暇（次項において「子育

て支援部分休暇」という。）の承認を受けようとするときは、あらかじめ、別記

様式第７号の４による休暇簿により行わなければならない。 

９ 職員は、条例第１５条に規定する子育て支援部分休暇（次項において「子育て

支援部分休暇」という。）の承認を受けようとするときは、あらかじめ、別記様

式第７号の３による休暇簿により行わなければならない。 

１１ （略） １０ （略） 

別記様式第７号の３（第６条関係） 

（略） 

 

別記様式第７号の４（第６条関係） 

（略） 

別記様式第７号の３（第６条関係） 

（略） 
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